
 

 

令和４年度 大腸がん検診精度管理調査結果について 

 

 

１ 調査の趣旨 

大腸がん検診においては、精度管理が適切に行われなければ効果は得られないと考え

られており、精度管理は極めて重要です。 

この調査は、茨城県生活習慣病検診管理指導協議会大腸がん部会が、茨城県で大腸が

ん検診を行っている市町村及び集団検診機関に対して、精度管理が適切に行われている

かどうかを知る目的で行ったものです（職域検診や人間ドックは、この調査の対象外で

す）。 

 

 

２ 調査対象年度 

 ・ 大腸がん検診の実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和４年度 

 ・ 大腸がん検診の精度管理指標（要精検率、精検受診率等） ・・・・令和２年度 

 

 

３ 調査の種類 

(1) チェックリスト遵守状況調査 

   大腸がん検診で整備すべき体制については、平成 20 年３月の厚生労働省報告書「今

後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」の中で、市区町村用チェッ

クリスト、検診機関用リストとして整理されています。 

今回の調査は、最新のチェックリストを利用し、その遵守状況について、市町村及び

集団検診機関に対して調査を行いました。 

 

(2) 大腸がん検診精度指標調査 

   がん検診事業の評価に関する委員会報告書による精度の指標のうち、５項目（受診

率、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度）を選び、市町村毎の指標

について調査を行いました。 

 

 

 



４ 調査結果 

(1) 大腸がん検診のためのチェックリスト遵守状況調査項目と評価基準 

 市町村は、A、B、C、D、E、F、Z の 7 段階評価、集団検診機関は、A、B、C、D、Z の

5 段階評価を行い、遵守できていない項目数ごとに以下の基準で評価しました。 

      評 価 区 分 各カテゴリーでの遵守されていない項目数 

市町村 

（全 51 項目） 

集団検診機関 

（全 21 項目） 

A：チェックリストを全て満たしている 0 0 

B：チェックリストを一部満たしていない 1-8 1-6 

C：チェックリストを相当程度満たしていない 9-16 7-12 

D：チェックリストを大きく逸脱している 17-24 13 以上 

E：チェックリストをさらに大きく逸脱している 25-32 ― 

F：チェックリストを極めて大きく逸脱している 33 以上 ― 

Z：調査に対して回答がない 無回答 無回答 

 

 

(2) 大腸がん検診のためのチェックリスト遵守状況調査結果 

ア 市町村（調査項目数：51）（集団検診） 

市町村名 評価 市町村名 評価 市町村名 評価 市町村名 評価 

水戸市 B 北茨城市 B 筑西市 B 大洗町 B 

日立市 B 笠間市 B 坂東市 B 城里町 B 

土浦市 B 取手市 B 稲敷市 B 東海村 B 

古河市 B 牛久市 B かすみがうら市 B 大子町 B 

石岡市 B つくば市 B 桜川市 B 美浦村 B 

結城市 B ひたちなか市 B 神栖市 B 阿見町 B 

龍ケ崎市 B 鹿嶋市 B 行方市 B 河内町 B 

下妻市 B 潮来市 A 鉾田市 A 八千代町 B 

常総市 B 守谷市 B つくばみらい市 B 五霞町 B 

常陸太田市 B 常陸大宮市 B 小美玉市 B 境町 B 

高萩市 B 那珂市 B 茨城町 B 利根町 B 

※ 実施項目数については、あくまで各市町村において、大腸がん検診の取り組み状況を調査票に基づ

き自己評価したものであり、第三者により客観的に評価したものではありません。 

 

  イ 集団検診機関（調査項目数：21） 

検診機関名 評価 

公益財団法人 茨城県総合健診協会 A 

公益財団法人 日立メディカルセンター B 

公益社団法人 取手市医師会取手北相馬保健医療センター医師会病院 A 

  ※ 実施項目数については、あくまで各検診機関において、大腸がん検診の取り組み状況を調査票に基

づき自己評価したものであり、第三者により客観的に評価したものではありません。 



(3) 大腸がん検診精度指標調査 

    受診率を除く要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度について、基

準値が定められているので、これを指標の対象としました。なお、基準値の対象年

齢は 40～74 歳ですが、本県では 40 歳以上で算出した数値を使用しています。 

精検受診率以外の指標は、人口構成による違いや継続受診者の比率などによって

も影響を受けます。 

    さらに、がん発見率、陽性反応適中度は、小さな自治体では年度による変動が大

きいとされています。 

令和５年６月に「がん検診事業のあり方について」が新たに示され、プロセス指

標の基準値が見直されました。そのため、今年度は旧基準値と新基準値の両方を記

載しています。 

 

新基準値（令和５年６月「がん検診事業のあり方について」別表７） 

項   目 基準値（40～74 歳・男女計・受診歴計） 

要 精 検 率 6.8％以下 

精 検 受 診 率  90％以上 

が ん 発 見 率  0.21％以上 

陽性反応適中度 3.0％以上 

 

旧基準値（目標値・許容値） 

（平成 20 年 3月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」） 

項   目 
目標値・指標（40～74 歳） 

目標値 許容値 

要 精 検 率 ― 7.0％以下 

精 検 受 診 率  90％以上 70％以上 

が ん 発 見 率  ― 0.13％以上 

陽性反応適中度 ― 1.9％以上 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ア 受診率（検診受診者／検診対象者） 

受診率は、平成 28 年 11 月 30 日付け健が発 1130 第１号厚生労働省健康局が

ん・疾病対策課長通知「市町村におけるがん検診の受診率の算定方法について」

で示された算出方法に基づき算出した大腸がん検診の対象者（国民健康保険の被

保険者 40～69 歳の男女）のうち、検診を受診された方の割合です。なるべく高

いことが望ましいとされています。 

 

 

 

 

 

イ 要精検率（要精検者/全受診者） 

要精検率は、受診された方のうち、精密検査が必要とされた方の割合で、一定

の範囲内にあることが望ましい指標です。 

   許容値は７％以下（受診者 100 人中要精検が 7 人以下）とされています。 

 

 

 

 

 

イ 要精検率（要精検者/全受診者） 

要精検率は、受診された方のうち、精密検査が必要とされた方の割合で、一定

の範囲内にあることが望ましい指標です。 

   旧基準では、許容値は 7.0％以下（受診者 100 人中要精検が７人以下）とされ

ていましたが、新基準値は、6.8 ％以下となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受診者の年齢構成割合により、数値は変動する場合があります。 
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7%以下 

新基準値 

6.8%以下 



ウ 精検受診率（要精検受診者からの精検受診者/要精検者）） 

   要精密検査とされた方のうち、実際に精密検査を受けられた方の割合で、精度

評価の最も重要な指標と位置づけられており、旧基準では、目標値は 90％以上、

許容値は 70％以上とされており、新基準値は 90％以上となります。 

 

※受診者の年齢構成割合により、数値は変動する場合があります。 

エ がん発見率（要精検者からの発見がん患者/全受診者） 

       がん発見率は、受診された方のうち、がんが発見された方の割合で高ければ高

い方が望ましい指標です。旧基準では許容値は 0.13 ％（受診者 1 万人で 13 例の

大腸がん発見）以上とされていましたが、新基準では、0.21 ％以上となりました。 

若年層や女性の受診割合が多い地区では低くなることもあり、受診者の数が数

千人規模の小さな自治体では、年度による変動が大きくなります。 

 

※受診者の年齢構成割合により、数値は変動する場合があります。 
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オ 陽性反応適中度（要精検者からの発見がん患者/要精検者） 

      陽性反応適中度は、検診で「要精密検査」とされた方のうち、実際にがんがあ

った方の割合で、ある一定の範囲内にあることが望ましい指標です。 

      旧基準での許容値は、1.9％以上でしたが、新基準値は 3.0％以上とされてい

ます。 

      また、受診者の数が数千人規模の小さな自治体では、年度による変動が大きく

なります。 

 

※受診者の年齢構成割合により、数値は変動する場合があります。 
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令和２年度　大腸がん検診精度管理指標

No 市町村  受診率
 要精検率

（要精検者/全受診者）

 精検受診率
（要精検者からの精検受診

者/要精検者）

 がん発見率
（要精検者からの発見がん

患者/全受診者）

陽性反応適中度
（要精検者からの発見がん

患者/要精検者）

1 水戸市 8.6% 8.1% 75.6% 0.12% 1.5%
2 日立市 3.2% 6.4% 81.3% 0.17% 4.1%
3 土浦市 6.0% 7.1% 75.6% 0.13% 2.2%
4 古河市 10.3% 7.7% 73.2% 0.16% 2.2%
5 石岡市 10.3% 7.2% 77.1% 0.11% 3.6%
6 結城市 13.4% 7.0% 82.9% 0.25% 3.5%
7 龍ケ崎市 8.8% 6.7% 83.1% 0.42% 6.2%
8 下妻市 16.4% 6.1% 77.6% 0.32% 5.2%
9 常総市 13.5% 8.5% 79.3% 0.10% 2.3%
10 常陸太田市 11.3% 6.2% 67.0% 0.13% 2.7%
11 高萩市 10.0% 6.2% 73.4% 0.13% 2.1%
12 北茨城市 9.4% 7.4% 69.2% 0.14% 4.7%
13 笠間市 9.4% 8.1% 78.2% 0.26% 4.1%
14 取手市 6.6% 7.9% 74.6% 0.31% 4.7%
15 牛久市 7.2% 6.3% 87.7% 0.18% 2.8%
16 つくば市 8.0% 7.3% 75.8% 0.17% 3.3%
17 ひたちなか市 12.0% 8.9% 76.4% 0.09% 1.9%
18 鹿嶋市 7.3% 8.1% 79.8% 0.10% 1.2%
19 潮来市 18.9% 7.8% 78.6% 0.04% 1.1%
20 守谷市 10.7% 7.3% 72.9% 0.08% 1.7%
21 常陸大宮市 22.9% 7.3% 77.3% 0.23% 3.1%
22 那珂市 12.5% 7.5% 76.8% 0.16% 2.1%
23 筑西市 11.0% 7.5% 75.0% 0.21% 2.8%
24 坂東市 16.9% 7.3% 66.3% 0.14% 2.7%
25 稲敷市 6.5% 8.1% 71.4% 0.27% 5.5%
26 かすみがうら市 7.8% 7.8% 76.2% 0.16% 4.0%
27 桜川市 15.4% 7.9% 77.6% 0.16% 2.0%
28 神栖市 14.6% 7.4% 73.2% 0.07% 1.2%
29 行方市 12.5% 7.0% 86.5% 0.22% 3.1%
30 鉾田市 27.6% 6.9% 70.0% 0.18% 3.4%
31 つくばみらい市 12.3% 6.1% 80.3% 0.30% 5.7%
32 小美玉市 13.8% 7.9% 74.6% 0.04% 1.4%
33 茨城町 14.1% 8.1% 72.0% 0.27% 3.3%
34 大洗町 12.0% 9.5% 66.3% 0.00% 0.0%
35 城里町 22.6% 8.1% 82.3% 0.33% 4.1%
36 東海村 21.0% 6.9% 76.2% 0.19% 3.1%
37 大子町 18.6% 7.5% 87.5% 0.23% 3.1%
38 美浦村 12.0% 8.7% 82.6% 0.13% 4.3%
39 阿見町 10.4% 8.4% 79.8% 0.15% 1.8%
40 河内町 10.1% 6.2% 72.7% 0.28% 4.5%
41 八千代町 18.9% 7.3% 76.5% 0.00% 0.0%
42 五霞町 14.7% 6.0% 63.2% 0.00% 0.0%
43 境町 18.9% 6.9% 69.8% 0.14% 2.0%
44 利根町 14.1% 7.0% 79.3% 0.36% 5.2%

県平均 11.2% 7.6% 73.9% 0.16% 2.8%



大腸がん検診市町村別チェックリスト実施状況

質問1 質問２ 質問３

（1-1） （1-2） （1-2-1） （1-3） （2-1） （2-2） （3-1） （3-2） （3-2-1） (4-1） (4-2） (4-3) （4-4） （4-5） （4-6） （5-1） （5-2） （5-3） （5-4） （5-5） （6-1） （6-1-1） （6-1-2） （6-2） （6-2-1） （6-2-2） （6-2-3） （7-1） （7-1-1） （7-1-2） （7-1-3）

令
和
4
年
度
に
大
腸
が
ん
検
診
を
実
施
し
ま
し
た

か 令
和
4
年
度
の
が
ん
検
診
対
象
者
の
定
義
に
つ
い

て
該
当
す
る
も
の
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い

令
和
2
年
度
に
大
腸
が
ん
検
診
を
実
施
し
ま
し
た

か 対
象
者
全
員
の
氏
名
を
記
載
し
た
名
簿
を

、
住
民

台
帳
な
ど
に
基
づ
い
て
作
成
し
ま
し
た
か

対
象
者
全
員
に

、
個
別
に
受
診
勧
奨
を
行
い
ま
し

た
か

受
診
勧
奨
を
行

っ
た
住
民
の
う
ち
未
受
診
者
全
員

に
対
し

、
再
度
の
受
診
勧
奨
を
個
人
毎

（
手
紙
・

電
話
・
訪
問
等

）
に
行
い
ま
し
た
か

対
象
者
数

(

推
計
で
も
可

)

を
把
握
し
ま
し
た
か

個
人
別
の
受
診

(

記
録

)

台
帳
ま
た
は
デ
ー

タ

ベ
ー

ス
を
作
成
し
ま
し
た
か

過
去
5
年
間
の
受
診
歴
を
記
録
し
て
い
ま
す
か

受
診
勧
奨
時
に

、
「

検
診
機
関
用
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
　
1
.
受
診
者
へ
の
説
明

」
が
全
項
目
記
載
さ

れ
た
資
料
を

、
全
員
に
個
別
配
布
し
ま
し
た
か

要
精
検
者
全
員
に
対
し

、
受
診
可
能
な
精
密
検
査

機
関
名

（
医
療
機
関
名

）
の
一
覧
を
提
示
し
ま
し

た
か

左
記
【

問
3

‐
2

】
の
一
覧
に
掲
載
し
た
す
べ
て

の
精
密
検
査
機
関
に
は

、
あ
ら
か
じ
め
精
密
検
査

結
果
の
報
告
を
依
頼
し
ま
し
た
か

精
密
検
査
方
法
及
び

、
精
密
検
査

（
治
療

）
結
果

を
把
握
し
ま
し
た
か

精
密
検
査
方
法
及
び

、
精
密
検
査

（
治
療

）
結
果

が
不
明
の
者
に
つ
い
て
は

、
本
人
も
し
く
は
精
密

検
査
機
関
へ
の
照
会
等
に
よ
り

、
結
果
を
確
認
し

ま
し
た
か

個
人
毎
の
精
密
検
査
方
法
及
び

、
精
密
検
査

（
治

療

）
結
果
を

、
市
町
村

、
検
診
機
関

（
医
療
機

関

）
、
精
密
検
査
機
関
が
共
有
し
ま
し
た
か

過
去
5
年
間
の
精
密
検
査
方
法
及
び

、
精
密
検
査

（
治
療

）
結
果
を
記
録
し
て
い
ま
す
か

精
密
検
査
未
受
診
と
精
密
検
査
結
果
未
把
握
を
定

義
に
従

っ
て
区
別
し

、
精
密
検
査
未
受
診
者
を
特

定
し
ま
し
た
か

精
密
検
査
未
受
診
者
に
精
密
検
査
の
受
診
勧
奨
を

行
い
ま
し
た
か

が
ん
検
診
結
果
や
精
密
検
査
結
果
の
最
終
報
告

（
令
和
3
年
度
地
域
保
健
・
健
康
増
進
事
業
報

告

）
を
行
い
ま
し
た
か

が
ん
検
診
の
結
果
に
つ
い
て

、
地
域
保
健
・
健
康

増
進
事
業
報
告
の
全
項
目
を
計
上
で
き
る
よ
う

、

委
託
先

（
検
診
機
関

（
医
療
機
関

）
、
医
師
会
な

ど

）
に
報
告
を
求
め
ま
し
た
か

が
ん
検
診
の
結
果
に
つ
い
て

、
委
託
先
か
ら
の
報

告
内
容
が
地
域
保
健
・
健
康
増
進
事
業
報
告
を
網

羅
で
き
て
い
な
い
場
合

、
改
善
を
求
め
ま
し
た
か

精
密
検
査
結
果
に
つ
い
て

、
地
域
保
健
・
健
康
増

進
事
業
報
告
の
全
項
目
を
計
上
で
き
る
よ
う

、
委

託
先

（
検
診
機
関

（
医
療
機
関

）
，
精
密
検
査
機

関
，
医
師
会
な
ど

）
に
報
告
を
求
め
ま
し
た
か

精
密
検
査
結
果
に
つ
い
て

、
委
託
先
か
ら
の
報
告

内
容
が
地
域
保
健
・
健
康
増
進
事
業
報
告
を
網
羅

で
き
て
い
な
い
場
合

、
改
善
を
求
め
ま
し
た
か

委
託
先
検
診
機
関

（
医
療
機
関

）
を

、
仕
様
書
の

内
容
に
基
づ
い
て
選
定
し
ま
し
た
か

仕
様
書

（
も
し
く
は
実
施
要
綱

）
の
内
容
は

、

「

仕
様
書
に
明
記
す
べ
き
必
要
最
低
限
の
精
度
管

理
項
目

」
を
満
た
し
て
い
ま
し
た
か

検
診
終
了
後
に

、
委
託
先
検
診
機
関

（
医
療
機

関

）
で
仕
様
書

（
も
し
く
は
実
施
要
綱

）
の
内
容

が
遵
守
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
か

検
診
機
関

（
医
療
機
関

）
に
精
度
管
理
評
価
を
個

別
に
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク
し
ま
し
た
か

「

検
診
機
関
用
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

」
の
遵
守
状
況

を
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク
し
ま
し
た
か

検
診
機
関

（
医
療
機
関

）
毎
の
プ
ロ
セ
ス
指
標
値

を
集
計
し
て
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク
し
ま
し
た
か

左
記
の
結
果
を
踏
ま
え

、
課
題
の
あ
る
検
診
機
関

（
医
療
機
関

）
に
改
善
策
を
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク
し

ま
し
た
か

受
診
率
を
集
計
し
ま
し
た
か

受
診
率
を
性
別
・
年
齢
5
歳
階
級
別
に
集
計
し
ま

し
た
か

受
診
率
を
検
診
機
関
別
に
集
計
し
ま
し
た
か

受
診
率
を
検
診
受
診
歴
別
に
集
計
し
ま
し
た
か

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

100.0% 18.2% 4.5% 100.0% 100.0% 100.0% 93.2% 100.0% 97.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.7% 86.4% 100.0% 100.0% 100.0% 40.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

44 44 44 8 2 44 44 44 41 44 43 44 44 44 44 42 44 44 44 44 44 44 44 43 38 44 44 44 18 44 44 44 44

1 水戸市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

2 日立市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

3 土浦市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

4 古河市 集団 実施 D 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

5 石岡市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

6 結城市 集団 実施 A 実施 ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

7 龍ケ崎市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 下妻市 集団 実施 D 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

9 常総市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 常陸太田市 集団 実施 D 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

11 高萩市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 北茨城市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 笠間市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 取手市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

15 牛久市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 つくば市 集団 実施 A 実施 ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 ひたちなか市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 鹿嶋市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

19 潮来市 集団 実施 A 実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 守谷市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

21 常陸大宮市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 那珂市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 筑西市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

24 坂東市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

25 稲敷市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 かすみがうら市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

27 桜川市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

28 神栖市 集団 実施 D 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

29 行方市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

30 鉾田市 集団 実施 G 実施 ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 つくばみらい市 集団 実施 D 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 小美玉市 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 茨城町 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 大洗町 集団 実施 A 実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

35 城里町 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 東海村 集団 実施 A 実施 ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

37 大子町 集団 実施 C 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

38 美浦村 集団 実施 A 実施 ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

39 阿見町 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

40 河内町 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

41 八千代町 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

42 五霞町 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 境町 集団 実施 G 実施 ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

44 利根町 集団 実施 A 実施 ○ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○

実施市町村数

集計対象（51項目）

【問７】受診率の集計【問１】検診対象者の情報管理
【問２】受診者の
情報管理

【問３】受診者への説明、
及び要精検者への説明

【問４】精密検査結果の把握、
精密検査未受診者の特定と受診勧奨

【問５】地域保健・健康保険事業報告 【問６】検診機関（医療機関）の質の担保

実施率



1 水戸市 集団

2 日立市 集団

3 土浦市 集団

4 古河市 集団

5 石岡市 集団

6 結城市 集団

7 龍ケ崎市 集団

8 下妻市 集団

9 常総市 集団

10 常陸太田市 集団

11 高萩市 集団

12 北茨城市 集団

13 笠間市 集団

14 取手市 集団

15 牛久市 集団

16 つくば市 集団

17 ひたちなか市 集団

18 鹿嶋市 集団

19 潮来市 集団

20 守谷市 集団

21 常陸大宮市 集団

22 那珂市 集団

23 筑西市 集団

24 坂東市 集団

25 稲敷市 集団

26 かすみがうら市 集団

27 桜川市 集団

28 神栖市 集団

29 行方市 集団

30 鉾田市 集団

31 つくばみらい市 集団

32 小美玉市 集団

33 茨城町 集団

34 大洗町 集団

35 城里町 集団

36 東海村 集団

37 大子町 集団

38 美浦村 集団

39 阿見町 集団

40 河内町 集団

41 八千代町 集団

42 五霞町 集団

43 境町 集団

44 利根町 集団

実施市町村数

集計対象（51項目）

実施率

【問14】粘膜内が
んの集計

（9-1） （9-1-1） （9-1-2） （9-1-3） （10-1） （10-1-1） （10-1-2） （10-1-3） （10-1-4） （11-1） （11-1-1） （11-1-2） （11-1-3） （12-1） （12-1-1） （12-1-2） （12-1-3） （13-1） （13-1-1） （13-1-2） （13-1-3） （14-1）

要
精
検
率
を
集
計
し
ま
し
た
か

要
精
検
率
を
性
別
・
年
齢
5
歳
階
級
別
に
集
計
し

ま
し
た
か

要
精
検
率
を
検
診
機
関
別
に
集
計
し
ま
し
た
か

要
精
検
率
を
検
診
受
診
歴
別
に
集
計
し
ま
し
た
か

精
検
受
診
率
を
集
計
し
ま
し
た
か

精
検
受
診
率
を
性
別
・
年
齢
5
歳
階
級
別
に
集
計

し
ま
し
た
か

精
検
受
診
率
を
検
診
機
関
別
に
集
計
し
ま
し
た
か

精
検
受
診
率
を
検
診
受
診
歴
別
に
集
計
し
ま
し
た

か 精
検
未
受
診
率
を
集
計
し
ま
し
た
か

が
ん
発
見
率
を
集
計
し
ま
し
た
か

が
ん
発
見
率
を
性
別
・
年
齢
5
歳
階
級
別
に
集
計

し
ま
し
た
か

が
ん
発
見
率
を
検
診
機
関
別
に
集
計
し
ま
し
た
か

が
ん
発
見
率
を
検
診
受
診
歴
別
に
集
計
し
ま
し
た

か 陽
性
反
応
適
中
度
を
集
計
し
ま
し
た
か

陽
性
反
応
適
中
度
を
性
別
・
年
齢
5
歳
階
級
別
に

集
計
し
ま
し
た
か

陽
性
反
応
適
中
度
を
検
診
機
関
別
に
集
計
し
ま
し

た
か

陽
性
反
応
適
中
度
を
検
診
受
診
歴
別
に
集
計
し
ま

し
た
か

早
期
が
ん
割
合
を
集
計
し
ま
し
た
か

早
期
が
ん
割
合
を
性
別
・
年
齢
5
歳
階
級
別
に
集

計
し
ま
し
た
か

早
期
が
ん
割
合
を
検
診
機
関
別
に
集
計
し
ま
し
た

か 早
期
が
ん
割
合
を
検
診
受
診
歴
別
に
集
計
し
ま
し

た
か

粘
膜
内
が
ん
を
集
計
し
ま
し
た
か

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.7% 97.7%

44 44 44 44 44 44 44 44 42 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 47 4 92.2%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48 3 94.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48 3 94.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 51 0 100.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ Ｘ 46 5 90.2%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48 3 94.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 51 0 100.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48 3 94.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48 3 94.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48 3 94.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 1 98.0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 2 96.1%

実
施
項
目
数

未
実
施
項
目
数

【問９】要精検率の集計 【問10】精検受診率・未受診率の集計 【問11】がん発見率の集計 【問12】陽性反応適中度の集計 【問13】早期がん割合の集計

実
施
率



質問２　対象者の定義

下限：指針通り※2

上限：なし

下限：指針通り※2

上限：あり

下限：指針の年齢※2未満
上限：なし

下限：指針の年齢※2未満
上限：あり

上記以外

除外していない（指針通り）

除外している
または、国民健康保険加入者

限定していない

限定している

A

B
C

D

E

F

G

回答を選択してください 回答を選択してください 回答を選択してください
次の質問へ 次の質問へ

スタート

1. 対象者を下記①～④ ※1のよう
に限定していますか？

3. （指針の年齢に沿った住民の
うち）下記①②※3に該当するも
のを除外していますか

2. 対象者の年齢設定は下記のう
ちどれに該当しますか？

①過去の住民検診の受診記録が
ある者のみ、あるいは受診記録が
ない者のみ等

②希望調査で申し込みのあった者、
もしくは事前登録者・希望者のみ

③節目年齢や働き盛り世代等

④胃がん・乳がん・子宮頸がん検診
では、年齢や生年を限定（偶数年
齢のみ、生年が偶数年のみ等）

①職域検診等の受診機会があること
が明らかな者（社会保険加入者本
人や税特別徴収者、調査等による
本人からの申告）

②要介護認定者の受診困難者や、
病気療養中の者

※1 下記のいずれかに該当する者を
限定し対象者としている

※3 下記のいずれかに該当する者を
除外し対象者としている

※2 胃部エックス線検査（40歳もしくは50歳）、胃内視鏡検査（50歳）、
子宮頸がん検診（20歳）、その他は40歳



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5)

便
潜
血
検
査
陽
性
で
要
精
密
検
査
と
な

っ
た
場
合
に

は

、
必
ず
精
密
検
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と

（
便
潜
血
検
査
の
再
検
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と

）
を

説
明
し
ま
し
た
か

精
密
検
査
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
か

精
密
検
査
結
果
は
市
町
村
等
へ
報
告
す
る
こ
と

、
ま

た
他
の
医
療
機
関
に
精
密
検
査
を
依
頼
し
た
場
合

は

、
検
診
機
関
が
そ
の
結
果
を
共
有
す
る
こ
と
を
説

明
し
ま
し
た
か

検
診
の
有
効
性

（
便
潜
血
検
査
に
よ
る
大
腸
が
ん
検
診
に

は
死
亡
率
減
少
効
果
が
あ
る
こ
と

）
に
加
え
て

、
が
ん
検

診
で
必
ず
が
ん
を
見
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

（
偽
陰
性

）
、
が
ん
が
な
く
て
も
が
ん
検
診
の
結
果
が

「

陽
性

」
と
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と

（
偽
陽
性

）
な
ど

、

が
ん
検
診
の
欠
点
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
か

検
診
受
診
の
継
続

（
毎
年

）
が
重
要
で
あ
る
こ
と

、

ま
た

、
症
状
が
あ
る
場
合
は
医
療
機
関
の
受
診
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
か

大
腸
が
ん
が
わ
が
国
の
が
ん
死
亡
の
上
位
に
位
置
す

る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
か

検
査
は

、
免
疫
便
潜
血
検
査
2
日
法
を
行
い
ま
し
た

か 便
潜
血
検
査
キ

ッ
ト
の
キ

ッ
ト
名

、
測
定
方
法

（
用

手
法
も
し
く
は
自
動
分
析
装
置
法

）
、
カ

ッ
ト
オ
フ

値

（
定
性
法
の
場
合
は
検
出
感
度

）
を
仕
様
書
に
す

べ
て
明
記
し
ま
し
た
か

大
腸
が
ん
検
診
マ
ニ

ュ
ア
ル

（
2
0
1
3
年
日
本
消

化
器
が
ん
検
診
学
会
刊
行

）
に
記
載
さ
れ
た
方
法
に

準
拠
し
て
行
い
ま
し
た
か

採
便
方
法
に
つ
い
て
チ
ラ
シ
や
リ
ー

フ
レ

ッ
ト
を
用

い
て
受
診
者
に
説
明
し
ま
し
た
か

採
取
後
即
日

（
2
日
目

）
回
収
を
原
則
と
し
ま
し
た

か 採
便
後
は
検
体
を
冷
蔵
庫
あ
る
い
は
冷
所
に
保
存
す

る
よ
う
受
診
者
に
指
導
し
ま
し
た
か

受
診
者
か
ら
検
体
を
回
収
し
て
か
ら
自
施
設
で
検
査

を
行
う
ま
で
の
間
あ
る
い
は
検
査
施
設
へ
引
き
渡
す

ま
で
の
間

、
冷
蔵
保
存
し
ま
し
た
か

検
査
施
設
で
は
検
体
を
受
領
後
冷
蔵
保
存
し
ま
し
た

か 検
体
回
収
後
原
則
と
し
て
2
4
時
間
以
内
に
測
定
し

ま
し
た
か

検
診
結
果
は
少
な
く
と
も
5
年
間
は
保
存
し
て
い
ま

す
か

受
診
者
へ
の
結
果
の
通
知
・
説
明

、
ま
た
は
そ
の
た

め
の
市
町
村
へ
の
結
果
報
告
は

、
検
体
回
収
後
2
週

間
以
内
に
行
い
ま
し
た
か

が
ん
検
診
の
結
果
及
び
そ
れ
に
関
わ
る
情
報
に
つ
い

て

、
市
町
村
や
医
師
会
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
項
目
を

全
て
報
告
し
ま
し
た
か

。
も
し
く
は
外
注
先
が
す
べ

て
報
告
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
か

精
密
検
査
方
法
及
び

、
精
密
検
査

（
治
療

）
結
果
に

つ
い
て

、
市
町
村
や
医
師
会
か
ら
求
め
ら
れ
た
項
目

の
積
極
的
な
把
握
に
努
め
ま
し
た
か

自
施
設
の
検
診
結
果
に
つ
い
て

、
要
精
検
率

、
精
検

受
診
率

、
が
ん
発
見
率

、
陽
性
反
応
適
中
度
等
の
プ

ロ
セ
ス
指
標
値
を
把
握
し
ま
し
た
か

プ
ロ
セ
ス
指
標
値
や
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
遵
守
状
況
に
基

づ
い
て

、
自
施
設
の
精
度
管
理
状
況
を
評
価
し

、
改
善
に

向
け
た
検
討
を
行

っ
て
い
ま
す
か

。
あ
る
い
は

、
都
道
府

県
の
生
活
習
慣
病
検
診
管
理
指
導
協
議
会

、
市
町
村

、
医

師
会
等
か
ら
指
導
・
助
言
等
が
あ

っ
た
場
合
は

、
そ
れ
を

参
考
に
し
て
改
善
に
努
め
ま
し
た
か

茨城県総合健診協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21

日立メディカルセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20

取手市医師会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21

実
施
項
目
数
/
全
21
項
目
中

大腸がん検診　検診機関別　チェックリスト実施状況表

１．受診者への説明 ２．検査の精度管理 ３．検体の取り扱い ４．システムとしての精度管理


